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エネトピアでんき利用規約集_電気サービス約款  新旧対照表 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

現 行 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 備 考 変 更 後 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 摘    要 

３.定義 

（１１）燃料費調整額 

燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて算出された値をいいます。 

 

 

 

（２５）平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間と

し、毎年１月１日から３月３１日までの期間、２月１日から４月３０日までの期間、３月１

日から５月３１日までの期間、４月１日から６月３０日までの期間、５月１日から７月３１

日までの期間、６月１日から８月３１日までの期間、７月１日から９月３０日までの期間、

８月１日から１０月３１日までの期間、９月１日から１１月３０日までの期間、１０月１日

から１２月３１日までの期間、１１月１日から翌年の１月３１日までの期間または１２月１

日から翌年の２月２８日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の２月２９日までの期

間といたします。）をいいます。 

 

１９.料金の支払方法 

（２）両社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。 

 

附則 

１.本約款の実施日 

本約款は、２０２５年９月１日から実施します。 

 

 

 

 

 

別表 

２.燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格：原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平

均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたしま

す。 

平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ 

A=各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 

B=各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 
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３.定義 

（１１）電源調達等調整額 

本小売電気事業者が、お客さまに電気を供給するにあたり、調達する各種電源の費用および

安定的な供給を確保するための諸制度に対応する費用の変動を毎月の電気料金に反映させる

ため、別表２（電源調達等調整）に記載の方法により算出された値をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９.料金の支払方法 

（２）両社は、支払証明書は、発行しないものといたします。 

 

附則 

１.本約款の実施日 

本約款は、２０２６年６月１日から実施します。 

 

２.電源調達等調整額の適用 

電源調達等調整額については、原則として、料金算定期間の初日が２０２６年６月１日以降

であり、かつ２０２６年７月検針分（２０２６年８月請求分）から、本約款を適用します。 

 

別表 

２.電源調達等調整 

（１）電源調達等調整額 

本小売電気事業者が以下の基準にて算定する燃料調整単価、市場調達単価および安定調達調

整単価の合計を電源調達等調整単価といたします。電源調達等調整額は、当該需要場所の１

月の使用電力量に電源調達等調整単価を適用し算定いたします。 

（２）燃料調整単価の算定 

本小売電気事業者は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量

および価額の値を算定した原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料調 

整単価を算定いたします。 

 

 

 

 



 2 

 

現 行 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 備 考 変 更 後 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 摘    要 

C=各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.１５４３β＝0.１３２２γ＝0.９７６１ 

なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当た

りの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は、１円とし、その端

数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価：燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。な

お、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたし

ます。 

（イ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が２６,０００円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（２６，０００円 − 平均燃料価格）×（（２）の基準価格/１，０００） 

（ロ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が２６,０００円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 − ２６，０００円）×（（２）の基準価格/１，０００） 

ハ 燃料費調整単価の適用：各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃

料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間とお客さま

の請求期間に応じて適用いたします。 

（イ）各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたし

ます。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の５月の検針日から 

６月の検針日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の６月の検針日から 

７月の検針日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の７月の検針日から 

８月の検針日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の８月の検針日から 

９月の検針日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の９月の検針日から 

１０月の検針日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１０月の検針日から 

１１月の検針日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１１月の検針日から 

１２月の検針日の前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 その年の１２月の検針日から翌年の 

１月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の１月の検針日から 

２月の検針日の前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月３１日までの期間 翌年の２月の検針日から 

３月の検針日の前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間 翌年の３月の検針日から 

４月の検針日の前日までの期間 
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イ 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、１００

円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝０．０２００ 

β＝０．２８７０ 

γ＝０．６８９５ 

なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当た

りの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は、１円とし、その端

数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料調整単価  

燃料調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、ロ（イ）の場合は、燃料調整単価を差し引くものとし、ロ（ロ）の場合は、燃料調整

単価を加えるものといたします。また、燃料調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小

数点以下第１位で四捨五入いたします。 

（イ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が２６，０００円を下回る場合 

燃料調整単価＝（２６，０００円− 平均燃料価格）× 基準単価 ／ １，０００ 

（ロ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が２６，０００円を上回る場合 

燃料調整単価＝（平均燃料価格− ２６，０００円）× 基準単価 ／ １，０００ 

ハ 基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とします。 

従量制供給の場合 

（イ）料金表により最低料金が適用される契約種別の場合、基準単価は次のとおりといたし

ます。 

基本料金 １契約につき 
最初の１５キロワット時まで 

３円６８銭０厘（税込） 

電力量料金 上記をこえる 
１キロワット時につき 

２４銭５厘（税込） 

（ロ）（イ）以外の場合の基準単価は、次のとおりといたします。 

１キロワット時につき ２４銭５厘（税込） 
なお、本小売電気事業者が必要と判断した場合には、本小売電気事業者は、基準単価を変更

する場合があります。 

二 燃料調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整単価は、その平均燃料

価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用し

ます。 
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現 行 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 備 考 変 更 後 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 摘    要 

毎年１２月１日から翌年の２月２８日までの期間 

（翌年が閏年となる場合は、翌年の２月２９日までの期間） 

翌年の４月の検針日から 

５月の検針日の前日までの期間 

ニ 燃料費調整額：燃料費調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費

調整単価を適用して算定いたします。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とします。 

従量制供給の場合 

イ 料金表により最低料金が適用される契約種別の場合 

基準単価は，次のとおりといたします。 

基本料金 １契約につき 
最初の１５キロワット時まで 

３円６８銭０厘（税込） 

電力量料金 上記をこえる 
１キロワット時につき 

２４銭５厘（税込） 

ロ イ以外の場合の基準単価は、次のとおりといたします。 

１キロワット時につき ２４銭５厘（税込） 
（３）燃料費調整単価等の周知 

両社は、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当

たりの平均液化天然ガス価格、１トン当たりの平均石炭価格から算定された燃料費調整単価

を両社が適切と考える方法で周知いたします。 

（４）燃料費調整の見直し 

両社は、両社が燃料費調整の算定方法が不適当になったと認める場合においては、適宜、燃

料費調整について見直しを行うことがあります。 
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変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 
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平均燃料価格算定期間 燃料調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月末日までの期間 
その年の５月の検針日から 

６月の検針日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月末日までの期間 
その年の６月の検針日から 

７月の検針日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月末日までの期間 
その年の７月の検針日から 

８月の検針日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月末日までの期間 
その年の８月の検針日から 

９月の検針日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月末日までの期間 
その年の９月の検針日から 

１０月の検針日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月末日までの期間 
その年の１０月の検針日から 

１１月の検針日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月末日までの期間 
その年の１１月の検針日から 

１２月の検針日の前日までの期間 

毎年８月１日から１０月末日までの期間 
その年の１２月の検針日から 

翌年１月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から１１月末日までの期間 
翌年１月の検針日から 

２月の検針日の前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月末日までの期間 
翌年２月の検針日から 

３月の検針日の前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月末日までの期間 
翌年３月の検針日から 

４月の検針日の前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の２月末日までの期間 
翌年４月の検針日から 

５月の検針日の前日までの期間 

※上記燃料調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、両社があらかじめお客さま

に計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。 

（３）市場調達単価の算定 

市場調達単価は、本小売電気事業者の日本卸電力取引所からの調達量に応じて、中国エリア

スポット市場取引の約定価格にもとづき以下の算式により算定した値といたします。なお、

イ（イ）の場合は市場調達単価を差し引くものとし、イ（ロ）の場合は市場調達単価を加え

るものといたします。 

イ 市場調達単価 

（イ）平均市場価格が標準調達価格を下回る場合 

市場調達単価＝（標準調達価格－平均市場価格）×市場調達割合 

（ロ）平均市場価格が標準調達価格を上回る場合 

市場調達単価＝（平均市場価格－標準調達価格）×市場調達割合 

ロ 平均市場価格 

平均市場価格＝Ｘ×x＋Ｙ×y 

Ｘ＝各平均市場価格算定期間における平日９時から２１時に対応する電力市場価格の平均値 
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変更 

変更 
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変更 
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変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

Ｙ＝各平均市場価格算定期間におけるＸを除く時間に対応する電力市場価格の平均値 

ｘ＝０．７０００ 

ｙ＝０．３０００ 

なお、各平均市場価格の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いた

します。 

ハ 標準調達価格 

標準調達価格は１０円４５銭といたします。 

なお、本小売電気事業者が必要と判断した場合には、本小売電気事業者は、標準調達価格を

変更する場合があります。 

ニ 市場調達割合 

市場調達割合は算定期間における本小売電気事業者の市場調達量に応じて算定いたします。 

ホ 市場調達単価の適用 

各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場調達単価は、その平均市場

価格算定期間に対応する市場調達単価適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用し

ます。 

平均市場価格算定期間 市場調達単価適用期間 

毎年１月１日から２月末日までの期間 
その年の３月の検針日から 

４月の検針日の前日までの期間 

毎年２月１日から３月末日までの期間 
その年の４月の検針日から 

５月の検針日の前日までの期間 

毎年３月１日から４月末日までの期間 
その年の５月の検針日から 

６月の検針日の前日までの期間 

毎年４月１日から５月末日までの期間 
その年の６月の検針日から 

７月の検針日の前日までの期間 

毎年５月１日から６月末日までの期間 
その年の７月の検針日から 

８月の検針日の前日までの期間 

毎年６月１日から７月末日までの期間 
その年の８月の検針日から 

９月の検針日の前日までの期間 

毎年７月１日から８月末日までの期間 
その年の９月の検針日から 

１０月の検針日の前日までの期間 

毎年８月１日から９月末日までの期間 
その年の１０月の検針日から 

１１月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から１０月末日までの期間 
その年の１１月の検針日から 

１２月の検針日の前日までの期間 

毎年１０月１日から１１月末日までの期間 
その年の１２月の検針日から 

翌年１月の検針日の前日までの期間 

毎年１１月１日から１２月末日までの期間 
翌年１月の検針日から 

２月の検針日の前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の１月末日までの期間 
翌年２月の検針日から 

３月の検針日の前日までの期間 
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現 行 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 備 考 変 更 後 の 電 気 サ ー ビ ス 約 款 摘    要 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記市場調達単価適用期間において、「検針日」とあるのは、両社があらかじめお客さま

に計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。 

（４）安定調達調整単価の算定 

安定調達調整単価は、地域内の再生可能エネルギー発電設備において発電された電力の調達

費用および電力システム改革等の制度変更に関連して生じる安定供給のための調達費用に応

じて算定いたします。なお、算定は原則として毎月１日時点において行い、電源調達等調整

単価に適用（加算または減算）いたします。 

（５）電源調達等調整単価の通知 

両社は、算定された電源調達等調整単価を両社ホームページ等によりお知らせいたします。 

（６）電源調達等調整単価算定方法の改定 

本小売電気事業者は、本小売電気事業者が電源調達等調整単価の算定方法を改定する必要が

生じた場合、適宜、その算定方法について見直しを行うことがあります。なお、N 月 1 日時

点の改定の場合、その年の N 月の検針日から N＋1 月の検針日の前日までの期間において使

用される電気の料金から、改定後の算定方法により算定された電源調達等調整単価の適用を

開始するものといたします。 
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エネトピアでんき利用規約集_電気料金プラン約款  新旧対照表 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

現 行 の 電 気 料 金 プ ラ ン 約 款 備 考 変 更 後 の 電 気 料 金 プ ラ ン 約 款 摘    要 

電気料金プラン約款（以下「本約款」という）は、鳥取ガス株式会社および鳥取ガス産業株

式会社（以下「両社」という）の電気サービス約款（両社が電気サービス約款を変更した場

合には、変更後の電気サービス約款によります。）にもとづき、電気を小売するときの料金

その他の条件を定めたものです。なお、本約款に定める基本料金、電力量料金、割引額、燃

料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税等相当額を含みます。 

 

１.実施時期 

本約款は、２０２５年９月１日より実施いたします。 

 

６.払込票等および検針結果のお知らせ発行手数料 

（１）お客さまが振込払いで料金を支払われる場合等の払込票等発行手数料は、次のとおり

といたします。 

１契約１通につき：３３０円（税込） 

（２）お客さまの希望により、両社が検針の結果等を書面でお知らせする場合の発行手数料

は、次のとおりといたします。 

１契約１通につき：１６５円（税込） 

 

９.契約種別 

（１）従量電灯Ａ 

ロ 料金 

料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、および電気サービス約款別表１（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）イ

によって算定された平均燃料価格が２６，０００円を下回る場合は、電気サービス約款別表

２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気サ

ービス約款別表２（燃料費調整）（１）イによって算定された平均燃料価格が２６，０００

円を上回る場合は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃

料費調整額を加えたものといたします。 

 

（２）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅱ（以下「電気サービスⅡ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、および電気サービス約款別表１（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）イ

によって算定された平均燃料価格が２６，０００円を下回る場合は、電気サービス約款別表

２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気サ

ービス約款別表２（燃料費調整）（１）イによって算定された平均燃料価格が２６，０００

円を上回る場合は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃

 

 

 

変更 

変更 

 

 

変更 

 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

電気料金プラン約款（以下「本約款」という）は、鳥取ガス株式会社および鳥取ガス産業株

式会社（以下「両社」という）の電気サービス約款（両社が電気サービス約款を変更した場

合には、変更後の電気サービス約款によります。）にもとづき、電気を小売するときの料金

その他の条件を定めたものです。なお、本約款に定める基本料金、電力量料金、割引額、電

源調達等調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税等相当額を含みます。 

 

１.実施時期 

本約款は、２０２６年６月１日より実施いたします。 

 

６.書面発行手数料 

以下の書面を発行する場合には、記載の発行手数料を申し受けます。 

（１）口座振替領収証：１６５円／通（税込） 

（２）請求書・納品書：各２２０円／通（税込） 

（３）払込取扱票：３３０円／通（税込） 

 

 

 

９.契約種別 

（１）従量電灯Ａ 

ロ 料金 

料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、および電気サービス約款別表１（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（電源調達等調整）（１）

によって算定された電源調達等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。 

 

 

 

 

 

（２）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅱ（以下「電気サービスⅡ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める最低料金、電力量料金、および電気サービス約款別表１（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（電源調達等調整）（１）

によって算定された電源調達等調整額燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとい

たします。 
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現 行 の 電 気 料 金 プ ラ ン 約 款 備 考 変 更 後 の 電 気 料 金 プ ラ ン 約 款 摘    要 

料費調整額を加えたものといたします。 

 

（３）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅲ（以下「電気サービスⅢ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める電力量料金および電気サービス約款別表１（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたし

ます。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）イによって算定

された平均燃料価格が２６，０００円を下回る場合は、電気サービス約款別表２（燃料費調

整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気サービス約款別

表２（燃料費調整）（１）イによって算定された平均燃料価格が２６，０００円を上回る場

合は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を

加えたものといたします。 

 

（４）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅳ（以下「電気サービスⅣ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める電力量料金および電気サービス約款別表１（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたし

ます。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）イによって算定

された平均燃料価格が２６，０００円を下回る場合は、電気サービス約款別表２（燃料費調

整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気サービス約款別

表２（燃料費調整）（１）イによって算定された平均燃料価格が２６，０００円を上回る場

合は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を

加えたものといたします。 

 

（５）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅴ（以下「電気サービスⅤ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、および電気サービス約款別表１（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）イ

によって算定された平均燃料価格が２６，０００円を下回る場合は、電気サービス約款別表

２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気サ

ービス約款別表２（燃料費調整）（１）イによって算定された平均燃料価格が２６，０００

円を上回る場合は、電気サービス約款別表２（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃

料費調整額を加えたものといたします。 

 

附則 

１.本約款の実施期日 

本約款は、２０２５年９月１日から実施します。 

変更 

 

 

 

 

 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

 

 

 

 

 

 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

 

 

 

変更 

追加 

追加 

追加 

 

 

（３）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅲ（以下「電気サービスⅢ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める電力量料金および電気サービス約款別表１（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたし

ます。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（電源調達等調整）（１）によって算

定された電源調達等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。 

 

 

 

 

 

（４）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅳ（以下「電気サービスⅣ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める電力量料金および電気サービス約款別表１（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたし

ます。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（電源調達等調整）（１）によって算

定された電源調達等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。 

 

 

 

 

 

（５）エネトピアグループ電気サービス契約Ⅴ（以下「電気サービスⅤ」という） 

ロ 料金 

料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、および電気サービス約款別表１（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし電力量料金は、電気サービス約款別表２（電源調達等調整）（１）

によって算定された電源調達等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。 

 

 

 

 

 

附則 

１.本約款の実施期日 

本約款は、２０２６年６月１日から実施します。 

２.書面発行手数料の適用 

書面発行手数料については、原則として、口座振替領収証は 7 月振替分から、それ以外の書

面は 8月発行分から、本約款を適用します。 


